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ノーベル生理学・医学賞メダル 

県富士水泳場で開催され

たライフセービング大会。 

 １．県議会２月定例会開催  （2月13日～3月8日まで開催） 

田子の浦地区航空灯台

跡地記念碑建立を支援。 

議員発議の自転車安全推

進条例を議長に報告。 

富士山の日、ふじのくに田

子浦公園での植樹参加。 

県立大学顧問の本庶佑先

生ノーベル賞受賞祝賀式。 

ハイライト 

平成31年度当初予算案は、一般会計は1兆2，066億円
で前年度比1.6％増。幼児教育の無償化や防災・減災、国
土強靱化緊急対策、今年開催のラグビーワールドカップ、
外国人県民が活躍できる社会づくり等に取り組みます。 
危機管理関係では、市町が実施する地震・津波対策に、
犠牲者防止や生活再建支援の強化を目的とした交付金を
創設します。安全な生活と交通の確保では、テロ対策や高
齢者の交通事故対策を推進するとしています。 
医療福祉の充実では、医師や看護師等の医療人材確
保、健康寿命の延伸に向けた社会健康医学の推進、受動
喫煙対策やがん患者の総合支援として、患者の生活の質
の向上支援、若い世代のがん患者支援等を実施します。 
地域で支える長寿社会づくりでは、その中心となる地域
包括ケアシステムの実現を推進。発達障害支援センター
は2年後から県内東・中部2カ所体制とし運営を民間に委
託します。子ども医療助成は本年4月より所得制限を撤廃
し、高校生世代への助成拡大は、全県下で受けられること
となりました。少子化対策では、待機児ゼロ対策としての
保育所整備、保育人材確保のためのキャリアアップ研修
の導入、ICTの導入による業務効率向上で働き方改革を
進めます。学校教育では、外国人への日本語指導支援、
発達障害支援は小中高校の通級指導体制を強化します。
そのほか、県立高校の老朽化対策、特別支援学校の整備
等計画的な対応が進みます。 
多くの産業分野での人材不足支援として、高度産業人材
の育成や、UIJターン就職、助成や高齢者、障害のある方
等、多様な人材の活躍の促進に取り組みます。 
新たな成長産業の育成では、CNF関連は、富士工業技

術支援センターに、静岡大学や企業が研究開発を行う
「ふじのくにCNF研究開発センター」が設置されることにな
り、知の集積と研究開発機能の拠点化が図られます。私
が長年要望を続けてきたことが実現しました。そのほか、
中小企業支援やベンチャー企業支援等、本県経済を支
える企業支援体制を強化していきます。 
農林水産業では、高品質な農林水産物の生産拡大、基
盤整備、販路拡大を柱として本県の特色を生かし、先端
技術の導入等で国際競争力を高める支援します。 
本県への移住・定住対策では、東京にある相談セン
ターを充実させ、東京在住者を対象に県内への移住・就
職を促進のため、市町と連携し最大100万円を支給する
移住支援金が創設されます。また、移住先で地域課題の
解決に取り組む起業者には、支援制度も創設されます。 
東京五輪関係では、国内外からの誘客推進のため、景
観に配慮した屋外広告物について規制します。また開催
を契機に、「スポーツの聖地づくり」が活発化します。県内
聖火リレールートは今夏に公表されます。さらに、文化プ
ログラムは、五輪後の地域の文化資源や新たな担い手
の発掘などにより、国内外からの誘客に生かします。 
そのほか、本県の特色である「食、茶、花」を活用した
地域づくり。さらに、子どもが文化と出会う機会の創出
や、東静岡駅南口に整備する「文化の拠点」形成につい
ても具体的な取り組みが始まります。 
観光面では、富士山世界遺産センターの活用、三保松
原保全、JRグループと県が本県を集中的に全国へ売り
込むデスティネーションキャンペーン、駿河湾フェリーの
運航支援など、初の取り組みが盛り込まれています。 

富士山女子駅伝大会では

県文観委員長として出席。 
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 ２．県議４年間の総括 



 

3 最新の活動情報をブログで配信中。 
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 ◆２月議会で決定した国へ提出される意見書 

 ① TPP１１等に対応する農林水産施設の充実・強化 

 ② ライドシェア導入に対して慎重な検討を求める 

 ③ 介護人材の安定的な確保を求める 

 ④ 教育環境の充実・強化を求める                           

 ⑤ 義援金に係る差押禁止等に関する法律の恒久化  

 ⑥ ヘルプマークのさらなる普及を求める  
   
 

最新の活動情報をブログで配信中。 

 ３．常任委員会「文化観光委員会」での主な論戦から 

発行者：静岡県議会議員 鈴木すみよし事務所 

「県政相談窓口」および「らしんばん」連絡先 

 静岡県富士市比奈1418番地の2〒417-0847 

 ☎0545-34-0683 FAX.0545-38-0070 

  メールアドレス himena@tokai.or.jp 

  ホームページ http://sumiyoshi.info/ 

  ブログ http://blog.goo.ne.jp/

 県政相談窓口 

 地域の課題、道路・河川等の整備などについてのご相談

窓口です。市と県、国の担当範囲が明確でない場合もあり

ますが、こちらで判断致しますので、区別なくお気軽に問

い合わせ下さい。 

 ご相談いただいた内容については、必要に応じ関係機関

に確認しますが、内容に応じてお時間がかかることもあり

ますので、ご容赦下さい。 

 ４.東日本大震災から８年 

♥ ホットなつぶやき 

と考えており、民間事業者との連携によって初めて成立す

るが、事業の実現性の確保を重要と判断して事業スケ

ジュールを見直した。これにより、今年度予定していた関

係資料作成、不動産鑑定評価、地質調査等の経費を減

額する。なお、次年度は事業計画案公募を実施し、より実

現性の高い事業スキームの構築を図り、その後に事業公

募を行っていきたい。 

次に、ラグビーワールドカップ2019の開催に向けた準備

状況については、現在、交通・輸送、警備、危機管理、そ

の他大会運営上の様々な課題を整理しており、３月頃ま

でに最終的な運営計画をとりまとめる。また、本番まで残

り半年となる４月以降、具体的な実施計画を作り、万全な

体制を確保していく。さらに、会場となるエコパスタジアム

については、これから仮設人工芝等の整備を行うこととし

ており、９月の大会本番を迎えるに当たってのハード面、

ソフト面での準備は、計画どおりに進んでいる。 

また、小中学校におけるラグビー教本の活用を進めると

ともに、女子セブンズチームの設立などレガシーの創出を

図る計画・アイデアも準備しており、大会終了後直ちに、

次のステップに移ることのできる形を考えている。 

そのほか、●静岡県空港建設基金条例の改正の目的

●東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技の開

催に向けた準備状況●静岡デスティネーションキャンペー

ンの取り組み状況●訪日観光客の受け入れ環境整備に

向けた多言語コールセンターの詳細●駿河湾フェリーの

運航継続に向けた取り組み内容等についても質疑等があ

りました。 

文化財行政を教育委員会から文化・観光部に移管する

ことに関し、文化財の観光資源としての活用では、今回の

移管は文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の改正に伴う移管である。文化財保護法に

おいて文化財は保護のもとに保存と活用があるが、これ

まで保存に偏りがちであったものを、文化財の保存と活用

のバランスが崩れないよう、来年度に大綱を策定する。 

また、移管後に活用に偏ることがないよう、開発等に伴

う現状変更の許可の判断は学識経験を有する委員で構

成される文化財保護審議会において、専門的、技術的な

観点から行う。文化財保護事務の専門的知見を有する職

員を配置するとともに、市町と連携して業務の継続性を確

保していく。 

次に、静岡県立大学及び静岡文化芸術大学の県内就

職率の伸び悩みに対する要因分析及び対策については、

景気が良い場合は学生が県外に流出する傾向があり、近

年は首都圏を中心とする企業、特に大企業への就職希望

が強く、県内での就職率は低くなっている。 

これに対し、県立大においては、求人開拓員による企業

の個別紹介や県内企業を招いた業界説明会を開催し、文

芸大においては、浜松商工会議所と連携した会社説明会

や１、２年生を対象としたインターンシップを開催するな

ど、両大学とも県内企業を知ってもらう機会を学生に提供

し、就職につなげる取り組みを進めている。 

次に、文化・観光企画費の減額補正理由は、文化力の

拠点事業はＰＦＩ手法や定期借地権方式によることを基本


